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る
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会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
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十
三
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
の
項
を
削
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
第
二
第
二
号
の
表
中

「

障
害
児
就
学

指
導
審
議
会

宮
城
県
総
合

運
動
場
指
定

管
理
者
選
定

委
員
会

障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十

年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
障
害
の
あ
る
学
齢
児
童
、
学
齢
生

徒
等
の
就
学
指
導
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調

査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の

具
申
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
運
動
場
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
宮
城
県

条
例
第
二
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
総

合
運
動
場
を
管
理
さ
せ
る
指
定
管
理
者
に
指

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
選
定
に
関
す
る
こ

と
。

特
別
支

援
教
育

室
長

ス
ポ
ー

ツ
健
康

課

」
を

「

障
害
児
就
学

指
導
審
議
会

宮
城
県
ス
ポ 

ー
ツ
推
進
審

議
会

宮
城
県
総
合

運
動
場
指
定

管
理
者
選
定

委
員
会

障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十

年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
障
害
の
あ
る
学
齢
児
童
、
学
齢
生

徒
等
の
就
学
指
導
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調

査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の

具
申
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

七
十
八
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
地

方
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ

の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に

関
す
る
こ
と
。

総
合
運
動
場
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
宮
城
県

条
例
第
二
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
総

合
運
動
場
を
管
理
さ
せ
る
指
定
管
理
者
に
指

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
選
定
に
関
す
る
こ

と
。

特
別
支

援
教
育

室
長

ス
ポ
ー

ツ
健
康

課

」
に
改
め
る
。


